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１１１１    計画計画計画計画のののの策定主体策定主体策定主体策定主体    

 

この計画における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

（以下「本計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（平成２７年法律第６４号。以下「法」という。）第１５条に基

づき、平成２８年３月に策定した計画を改訂し、次の各策定主体が連名に

より策定するものである。 

 

【【【【策策策策    定定定定    主主主主    体体体体】】】】    

玉川村長 

玉川村議会議長 

玉川村代表監査委員 

玉川村選挙管理委員会 

玉川村農業委員会 

玉川村教育委員会 

 

 

２２２２    計画期間計画期間計画期間計画期間    

 

本計画の期間は、平成２９年４月１日から平成３９年３月３１日までの

１０年間とする。 

なお、国の定めた事業主行動計画策定指針において、平成２９年度から

平成３８年度までの１０年間を、各事業主の実情に応じておおむね２年間

から５年間程度に区切るとともに、定期的に計画の進捗を検証しながらそ

の改定を行うこととする。 

 

 

３３３３    女性職員女性職員女性職員女性職員のののの活躍活躍活躍活躍のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた体制整備等体制整備等体制整備等体制整備等    

 

本村では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、玉川村

特定事業主行動計画に基づき、定例庁議において、本計画の策定・変更、

本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等につ

いて協議を行うこととする。 
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４４４４    女性職員女性職員女性職員女性職員のののの活躍活躍活躍活躍にににに向向向向けたけたけたけた数値目標数値目標数値目標数値目標    

 

法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府

令第６１号。以下「内閣府令」という。）第２条に基づき、村、村議会、

村監査委員、村選挙管理委員会、村農業委員会、村教育委員会において、

それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善

すべき事情について分析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍

を推進するため、次のとおり目標を設定する。 

なお、この目標は、村、村議会、村監査委員、村選挙管理委員会、村農

業委員会、村教育委員会において、それぞれの女性職員の職業生活におけ

る活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、

内閣府令に基づき、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。 

 

（（（（１１１１））））採用採用採用採用したしたしたした職員職員職員職員にににに占占占占めるめるめるめる女性職員女性職員女性職員女性職員のののの割合割合割合割合    

    

平成１９年度から平成２８年度までの１０年間に採用した職員の合計

は１８名で、男女の内訳は、男性職員１０名（５５．６％）、女性職員

８名（４４．４％）なっており、その前の１０年間（平成７年度から平

成１８年度）に採用した職員の合計は１５名で、男女の内訳は、男性職

員１２名（８０％）、女性職員３名（２０％）なっている。 

直近１０年間の採用した職員に占める女性職員の割合は高くなってい

るので、今後１０年間の数値目標は、採用者の女性割合を、直近１０年

間の実績（４４．４％）同等の４割以上とする。 

 

（（（（２２２２））））平均平均平均平均したしたしたした継続勤務年数継続勤務年数継続勤務年数継続勤務年数のののの男女男女男女男女のののの差異差異差異差異（（（（離職率離職率離職率離職率のののの男女男女男女男女のののの差異差異差異差異））））    

    

平成１８年度から平成２７年度までの１０年間で退職した職員の合計

は、２６名で、男女の内訳は、男性職員１４名（５３．９％）、女性職

員１２名（４６．１％）なっている。 

この間の２６名全員が定年退職又は勧奨退職となっており、継続勤務

年数は、男性職員３７．６年、女性職員３８．３年で、男女の差異はな

いといってよい。 

今後も定年まで働ける職場環境と男女の職員の差異がないように努め

る。 
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（（（（３３３３））））職員一人当職員一人当職員一人当職員一人当たりのたりのたりのたりの年間年間年間年間のののの超過勤務時間及超過勤務時間及超過勤務時間及超過勤務時間及びびびび年次有給休暇日数年次有給休暇日数年次有給休暇日数年次有給休暇日数    

    

平成２７年度の超過勤務時間（選挙事務及び米全量全袋検査を除く）

は、一人当たり年間９０．３時間となっている。また、年１００時間以

上の超過勤務を行う職員の割合は２２％となっていることから、数値目

標として、平成３８年度までに２％引き下げ、２０％以下とする。 

また、職員の年次休暇の取得日数は、平成２７年度の取得実績９．５

日となっていることから、数値目標として平成３７年度までに、１．５

日引き上げ、１１日以上とする。 

 

（（（（４４４４））））管理的地位及管理的地位及管理的地位及管理的地位及びびびび各役職段階各役職段階各役職段階各役職段階にあるにあるにあるにある職員職員職員職員にににに占占占占めるめるめるめる女性職員女性職員女性職員女性職員のののの割合割合割合割合    

    

平成２８年度における管理的地位にある女性職員は４名であり、管理

的地位にある職員全体に占める割合は２３．５％と、低い水準にとどま

っている。 

また、役職段階別の女性職員の状況をみると、主事以下の職にある職

員の割合が４５。０％、主査が８．３％、係長が３０．８％、主任主査

が６６．７％となっており、採用した年代や出先の役職の影響で、割合

にバラつきがある。 

今後、女性職員の管理的地位への登用の推進が必要とされる中、将来

的には、こうした職につく「候補者」である課長補佐・主任主査の職員

の半数近くが女性であることから、女性職員の管理的地位への登用を進

めることが可能と想定されるが、管理的地位への円滑な登用がなされる

ような研修の受講を促し、女性の登用を推し進める。 

 

管理的地位及び各役職段階別の女性職員の状況（平成２８年度） （人） （28.4/1）

　

参事・課長 主幹 課長補佐 主任主査 係長 主査 主事等

総　　数 17 9 1 7 9 13 12 20 71

うち女性 4 1 0 3 6 4 1 9 24

　女性比 23.5% 11.1% 42.9% 66.7% 30.8% 8.3% 45.0% 33.8%

女性職員

構成比

（参考）

男性職員

構成比

23.4%

16.7% 37.5%

27.7% 17.0% 2.1% 8.5% 6.4% 19.1% 23.4%

4.2%

管　理　職　的　地　位
総　数

16.7% 4.2% 12.5% 25.0%
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（（（（５５５５））））男女別男女別男女別男女別のののの育児休業取得率及育児休業取得率及育児休業取得率及育児休業取得率及びびびび平均取得期間平均取得期間平均取得期間平均取得期間    

    

平成１８年度から平成２７年度での１０年間で、出産した女性職員は述

べ９名（３回１名・２回１名・１回４名）のうち、全員が育児休暇か育児

休業を取得しているが、育児休業を取得したのは５名であり、取得率は５

５．６％であった。しかし、最近の５年間、平成２２年度から平成２７年

度に取得した職員は５名であり対象者全員が取得している。他方、同期間

中に配偶者が出産した男性職員１６名のうち、育児休業を取得したのは０

名であり、取得率は０％であった。 

なお、女性職員は育児休業から復帰後に勤務の継続ができており、子を

療育する職員の継続的な勤務を促進するという制度の目的は達成できてい

るといえる。 

今後も育児休業の取得率１００％を目標とし、補充者等を確保して育児

休業しやすい職場環境づくりに努める、また、最低でも1歳までの休業を促

すなど、子ども子育て支援のための職場環境づくりに努める。更に、男性

職員による育児休業の取得が進んでいないという状況になっているので、

平成３８年度までの１０年間で１割以上を目標とし、女性活躍の推進の観

点から、この目標達成につながる取組を検討する。 

 

 

（（（（６６６６））））男性職員男性職員男性職員男性職員のののの配偶者出産休暇等配偶者出産休暇等配偶者出産休暇等配偶者出産休暇等のののの休暇取得率及休暇取得率及休暇取得率及休暇取得率及びびびび平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数    

    

配偶者出産休暇は、職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当で

あると認められる場合に、２日の範囲で取得できる特別休暇で、平成１８

年度から平成２７年度での１０年間で休暇を取得した男性職員は延べ２２

名おり、取得率は１００％であった。今後も、配偶者出産休暇の取得率１

００％を目標とする。 

育児看護休暇は、小学校就学の始期に達する子を療育する職員が、その

子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合に、５日の

範囲で取得することができる休暇で、平成２７年度にこの休暇を取得した

職員は１名のみであった。休暇の趣旨を職員に周知し、今後１０年間で３

割以上を目標とする。 

育児参加休暇は、職員が配偶者の出産にあたり、出産予定日の前６週間

出産後８週間に生まれてくる子又は小学校就学前の子の療育のために勤務

しないことが相当であると認められる場合に、５日の範囲で取得すること

ができる休暇であり、今後、制度化を図る。 
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５５５５    女性職員女性職員女性職員女性職員のののの活躍活躍活躍活躍のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためのするためのするためのするための取組取組取組取組    

 

４で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施

する。 

なお、この取組は、村、村議会、村監査委員、村選挙管理委員会、村農

業委員会、村教育委員会において、それぞれの女性職員の職業生活におけ

る活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果

に基づき、大きな課題に対応するものから順に掲げている。 

 

（（（（１１１１））））取組取組取組取組にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

本計画の目標の達成に向けての取組は、次の２つの考え方からなるもの

である。 

① 女性職員の「すそ野」を広げる（子育て、介護等を行う女性職員が働き

続けることができる環境整備）考え方で、仕事を続けたいと考える職員

が辞めていくことなく、結婚や育児、介護などの様々な局面にあっても、

長く働き続けることが可能となるような取組を進めていくことと、長く

働き続けることによって、様々な職務上の経験を有し、職業人としての

幅を持った人材の育成を進めていくことが必要となる。 

② 意欲や能力のある女性職員を登用する（女性職員の活躍推進に向けたポ

ジティブアクション）考え方で、意欲や能力のある職員の登用をどのよ

うに行っていくかについての取組や、意欲や能力の涵養をどのように行

っていくのかについての取組が必要となる。 

 

（（（（２２２２））））具体的具体的具体的具体的なななな取組内容取組内容取組内容取組内容    

① 女性職員の活躍に向けた総合的な支援 

ア 女性職員の人事管理に関する総合調整や女性職員の活躍促進につな

がる施策の立案といった政策的な取組のほか、女性職員からの仕事と家

庭の両立や将来のキャリア等に関する相談に対するワンストップ対応な

どの取組を検討する。 

イ 職員の意識改革や女性活躍に関する取組内容の充実を進める。 

② 女性職員の登用等に関する取組 

ア 女性登用の拡大につなげるため、意欲と能力のある女性職員について、

結婚、出産、育児等の家庭環境による事情を個々の職員ごとに総合的に

勘案し、人事上の配慮を行っていく。 

イ 将来的な女性登用のすそ野を広げるため、所属ごとの職員の男女比率

を点検することにより、これまで女性職員が配置されていない部署や女

性職員が少ない部署への女性職員の配置を進めていく。 
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ウ 将来の役付職員への登用に向けたキャリア形成を意識した異動や配

置転換を進めていく。 

エ 課長補佐・主任主査の女性職員を対象に、管理職となるためのキャリ

ア形成意識やリーダーシップの向上を図ることを目的とする研修への参

加を促す。 

③ ワークライフバランスの推進に関する取組 

ア 男性職員の育児休業取得促進に向けた取組を進めるため、効果的かつ

具体的な方策について検討を進める。 

イ 育児休業を取得した女性職員の離職防止に向け、育児休業中の職員に

対し、当該職員の所属における業務に関する話題や人事異動の状況、所

属の近況などの情報提供を引き続き行っていくことで、育児休業中の女

性職員の離職を防ぐ取組を継続する。 

また、より効果的、効率的な情報提供の方法や、職員からも近況報告

や相談を受けるなど、双方向のコミュニケーションを行うことができる

ような手法を検討し、制度の充実を図る。 

ウ 職員のワークライフバランスの推進に向け、「働き方改革」に関する

取組を次のとおり実施する。 

・事務作業や会議・打合せの効率的な運営などの業務改善を進める。 

・時間外勤務の実績把握やデータの蓄積といった時間外勤務時間数の 

「見える化」などの取組により、時間外勤務を縮減する。 

・連続した日数の休暇取得を推奨するなどにより、年休等の取得を促進 

する。 

・子育てと仕事の両立をしやすい環境の整備に努める。 

・良好な職場環境づくりに向けた行動を人事評価に反映することなどを 

通じた管理職員の意識改革に努める。 
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